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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部プロセスチャンバー及び引抜成形開口部を含むハウジングと、
　前記ハウジングに保持され、入口端、出口端、及び中央軸を有する開口を含むノズルと
を有し、前記入口端は前記引抜成形開口部によって前記プロセスチャンバーと連通してい
る含浸ダイであって、
　前記開口が、前記入口端に隣接する第１のテーパー部分と、前記第１のテーパー部分か
ら下流の第１の直線部分と、前記第１の直線部分から下流の第２のテーパー部分と、前記
第２のテーパー部分から下流であり、前記出口端に隣接する第２の直線部分とを含むこと
を特徴とする含浸ダイ。
【請求項２】
　前記第１のテーパー部分は、前記第１の直線部分に向かって収束する請求項１記載の含
浸ダイ。
【請求項３】
　前記第１のテーパー部分は、直線状のテーパーを有する請求項２記載の含浸ダイ。
【請求項４】
　前記第１のテーパー部分は、湾曲したテーパーを有する請求項２記載の含浸ダイ。
【請求項５】
　前記第２のテーパー部分は、前記第２の直線部分に向かって収束する請求項１記載の含
浸ダイ。
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【請求項６】
　前記第２のテーパー部分は、直線状のテーパーを有する請求項５記載の含浸ダイ。
【請求項７】
　前記第２のテーパー部分は、湾曲したテーパーを有する請求項５記載の含浸ダイ。
【請求項８】
　前記第１の直線部分及び前記第２の直線部分は、前記開口の前記中央軸に対して対称に
配置されている請求項１記載の含浸ダイ。
【請求項９】
　前記第１のテーパー部分は長さＬ１を有し、前記第１の直線部分は長さＬ２を有し、前
記第２のテーパー部分は長さＬ３を有し、前記第２の直線部分は長さＬ４を有し、Ｌ２＞
Ｌ４である請求項１記載の含浸ダイ。
【請求項１０】
　前記長さＬ１及び前記長さＬ３は、０．５乃至５．０ｍｍである請求項９記載の含浸ダ
イ。
【請求項１１】
　前記第１の直線部分は直径Ｄ２を有し、前記第２の直線部分は直径Ｄ４を有しＤ２＞Ｄ
４である請求項９記載の含浸ダイ。
【請求項１２】
　Ｌ４／Ｄ４＝１．４乃至３．４である請求項１１記載の含浸ダイ。
【請求項１３】
　前記第１のテーパー部分は、第１の端部が直径Ｄ１、第２の端部がＤ２を有し、Ｄ２＝
Ｄ１／２である請求項９記載の含浸ダイ。
【請求項１４】
　前記ハウジングは、溶融熱可塑性樹脂の供給開口を含む請求項１記載の含浸ダイ。
【請求項１５】
　前記ハウジングは、連続繊維ストランドの導入開口を含む請求項１記載の含浸ダイ。
【請求項１６】
　前記導入開口は、実質的に前記引抜成形開口の反対側である請求項１５記載の含浸ダイ
。
【請求項１７】
　前記プロセスチャンバーには、フィラメントスプレダーが設けられている請求項１記載
の含浸ダイ。
【請求項１８】
　前記ハウジングは、前記内部プロセスチャンバーを複数の内部プロセスチャンバーに分
割する少なくとも１つの仕切りを含む請求項１記載の含浸ダイ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、長繊維強化熱可塑性樹脂成形材料の製造、特に、この目的のための
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　長繊維強化熱可塑性樹脂成形材料の製造方法および装置が当該技術においてよく知られ
ている。特開平１０－３０９７５６号公報、特開平１０－３１５３４１号公報、及び特開
２００３－３０５７７９号公報は、この目的のための当該技術の方法及び装置の状態の例
示的な文書である。これらの文書に開示された先行技術の方法は、概して、（ａ）溶融熱
可塑性樹脂を満たした含浸ダイに連続繊維材料を送ること、（ｂ）含浸ダイの引抜成形孔
から熱可塑性樹脂を含浸させた連続繊維材料を引抜成形すること、（ｃ）出来た棒状の製
品を、所望長さのペレットに切断することを含む一連の連続ステップからなるものとして
記載されている。
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【０００３】
　通常、ノズルが含浸ダイの引抜成形孔に取り付けられている。ノズルの形状およびノズ
ルの孔又は開口の大きさは、所望量の樹脂が引抜成形された棒状製品に含浸されるように
、余分の溶融熱可塑性樹脂の除去、および、断面が所望の形状になるように引抜成形され
た棒状製品の成形を含む様々な機能を行うように選択される。要するに、ノズルの設計は
、主として、プロセス中連続繊維材料に含浸された溶融熱可塑性樹脂の効率および程度を
決定する。
【０００４】
　特開平１１－０４２６３９号公報は、溶融熱可塑性樹脂が棒状に引抜成形された製品か
ら滴るのを防ぐ方法を開示する。これは、ノズルの孔の長さおよび断面積に関係するある
式を使って計算したプロセス値を設定することで行われる。
【０００５】
　特開２００１－０８８２２３号公報は、切断繊維が、ペレット化された製品の効率的な
製造を潜在的に干渉することがある毛玉としてノズルの近くにたまるのを防止するように
設計された、特定の大きさおよび形状の円錐部分および線形部分を有するノズルを開示す
る。
【０００６】
　特開平０５－０５０４３２号公報は、含浸ダイに着脱可能なノズルを設ける概念を開示
する。
【０００７】
　特開平０８－０９０６５９号公報は、連続繊維材料内の溶融熱可塑性樹脂の含浸レベル
を改良するために設計され、細くした先端部分を含むノズルを開示する。
【発明の概要】
【０００８】
　これらの先行引用文献は、当該技術における重要な進歩を示すが、さらなる改良がまだ
可能である。特に、引抜成形ステップのスピードを増加させることで生産性を改善しよう
と努めるときに、ノズルでの繊維切れや、溶融熱可塑性樹脂の含浸レベルの低下といった
問題に依然として遭遇する。これらの問題は、長繊維の含有率が高いときにより起こりや
すい。例えば、長繊維の含有率が重量で６０％又はそれ以上のときに、この問題は顕著に
なる。成形製品が、連続繊維材料への熱可塑性樹脂の浸透のレベルが不十分である長繊維
強化熱可塑性樹脂成形材料で作られる場合には、成形製品の機械的特性および表面状態を
低下させる。本発明は、これらの問題の新規かつこれまで知られていない解決方法を提供
する。
【０００９】
　ここに記載した本発明の目的に従って、プロセスチャンバーを含む含浸ダイで長繊維強
化熱可塑性樹脂ペレットを作るための方法を提供する。この方法は、（ａ）溶融熱可塑性
樹脂をプロセスチャンバーに満たすステップと、（ｂ）少なくとも一本の連続繊維ストラ
ンドをプロセスチャンバーの中に送るステップと、（ｃ）溶融熱可塑性樹脂が浸透した少
なくとも一つの連続繊維ストランドを引抜成形するステップと、（ｄ）溶融熱可塑性樹脂
を含浸させた少なくとも一本の引抜成形された連続繊維ストランドをペレットに切断する
ステップとを有する。この方法は、式Ａ＝Ｑ・Ｌ・Ｎ／Ｓ2にしたがってペレットを加工
することを特徴とする。ここで、
　Ａ＝プロセス値≦５．０
　Ｑ＝前記少なくとも一本の連続繊維ストランドに付与され、引抜成形の間に前記プロセ
スチャンバーから除去された溶融熱可塑性樹脂の総量（ｍｍ3／秒）
　Ｌ＝前記プロセスチャンバーの連続繊維ストランドの送り方向の長さ（ｍｍ）
　Ｎ＝前記含浸ダイから引抜成形された、溶融熱可塑性樹脂を含浸させた連続繊維ストラ
ンドの総数
　Ｓ＝前記連続繊維ストランドの送り方向に垂直な方向の前記プロセスチャンバーの断面
積（ｍｍ2）
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　特に有益なある実施形態では、プロセス値Ａは０．５乃至３．５である。
【００１０】
　この方法は、単一の含浸ダイ内に完全に別々の複数のプロセスチャンバーを設けるため
に、含浸ダイを完全に仕切ることをさらに含むのがよい。さらに他の実施形態では、本方
法は、単一の含浸ダイに互いに連通している複数のプロセスチャンバーを設けるために含
浸ダイを部分的に仕切ることを含む。
【００１１】
　含浸ダイが複数のプロセスチャンバーを含むいかなる方法においても、この方法は、複
数のプロセスチャンバーの各々に溶融熱可塑性樹脂を満たすこと、各チャンバーの中に連
続繊維ストランドを送ること、溶融熱可塑性樹脂を含浸させ連続繊維ストランドを引抜成
型すること、および、溶融熱可塑性樹脂を含浸させた連続繊維ストランドをペレットに切
断することを含む。
【００１２】
　この方法は、連続繊維ストランドとしてガラス繊維ストランドの使用をさらに含んでも
よい。それに代わって、この方法は、連続繊維ストランドとして炭素繊維ストランドの使
用を含んでもよい。加えて、この方法は、溶融熱可塑性樹脂としてポリオレフィン樹脂を
使用することを含んでもよい。他の変形実施形態では、この方法は、溶融熱可塑性樹脂と
してポリアミド繊維を含んでもよい。
　なお、さらに、この方法は、連続繊維ストランドに溶融熱可塑性樹脂を含浸させるのを
助けるために、連続繊維ストランドの多フィラメントを広げることを含んでもよい。
【００１３】
　以下の記載では、単に本発明を実施するのに最適な形態のいくつかを示すことにより、
本発明のいくつかの異なる実施形態が示され、かつ、記載される。本発明を実現する際に
は、本発明は他の異なる実施形態も可能であり、本発明の細部は、すべて本発明から逸脱
することなく、様々な明白な側面で修正が可能である。したがって、図面および記載は現
存している例と考えられ、限定とは考えられない。
【００１４】
　ここに組み込まれ、明細書の一部をなす添付図面は、本発明のいくつかの例示の側面は
、記載とともに、本発明の或る原理を説明するのに役立つ。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の含浸ダイの斜視図である。
【図２】図１に類似の斜視図であるが、含浸ダイが複数のプロセスチャンバーを含むよう
に仕切りを有する実施形態の斜視図である。
【図３】図１の含浸ダイを示す部分的に概略な断面図である。
【図４】本発明の好ましい実施形態の含浸ダイのノズルの詳細な長手方向断面図である。
【図５】従来技術のノズルの同様の図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　今、本発明の好適な実施形態を詳細に言及するが、その例を添付の図面に示す。
　今、本発明の教示にしたがって構成された含浸ダイ１０を図示する図１及び図３を参照
する。含浸ダイ１０は、適当な高強度材料で構成されたボディ又はハウジング１２を含む
。ハウジング１２は、内部プロセスチャンバー１４を含む。図１に示すように、含浸ダイ
１０は、単一のプロセスチャンバー１４を含む。
【００１７】
　図３を参照すると、ハウジング１２は、プロセスチャンバー１４への溶融熱可塑性樹脂
の導入を可能にする供給開口１８を含む。加えて、ハウジング１２は、プロセスチャンバ
ー１４に連続繊維ストランド５０を送り込むための導入開口２０を含む。さらに、ハウジ
ング１２は、導入開口２０の反対側に引抜成形開口２２を含む。
【００１８】
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　含浸ダイ１０の他の実施形態を図２に示す。この実施形態では、含浸ダイ１０は、複数
のプロセスチャンバー１４を形成する一連の仕切り１６を含む。仕切り１６は、各々、プ
ロセスチャンバー１４が各々完全に分離しているようにハウジング１２の内部キャビティ
の全長及び全幅に亘って延びてもよい。それに代わって、仕切り１６は、プロセスチャン
バー１４が互いに連通しているようにハウジング１２の内部キャビティの長さ及び／又は
幅にわたって部分的に延びてもよい。この実施形態では、複数のチャンバー１４の各々は
、供給開口１８、導入開口２０及び引抜成形開口２２を含む。
【００１９】
　ノズル２４がハウジング１２に保持されている（図３参照）。ノズル２４は、例えば、
真鍮又は特殊な鋼を含む適切な材料で形成されるのがよい。図示した実施形態では、ノズ
ル２４は、引抜成形開口２２に位置し、引抜成形開口を介してプロセスチャンバー１４と
連通している。
【００２０】
　図３に示すように、ノズル２４の基端部２６は、ハウジングに引抜成形開口２２の周囲
に同軸に形成された端ぐり２８内に受けられている。カラー３０が基端部２６の肩部に係
合する。カラー３０は、ノズル２４を適所に固定するため、ねじ又は他の留め具（図示せ
ず）によりハウジング１２に固定されるのがよい。
【００２１】
　図４に最もよく示すように、ノズル２４は、入口端３４、出口端３６、及び中心軸Ａを
有する開口３４を含む。入口端３４は、引抜成形開口２２によりプロセスチャンバー１４
と直接連通している。
【００２２】
　開口３２は、詳細に記載されるときに、入口端３４に隣接する第１のテーパー部分４０
、第１のテーパー部分４０からすぐ下流の第１の直線部分４２、第１の直線部分からすぐ
の第２のテーパー部分４４、及び第２のテーパー部分からすぐ下流で、出口端３６に隣接
する第２の直線部分４６を含むことを特徴とする。図４に示すように、第１のテーパー部
分３３は、湾曲したテーパー（開口の円弧状の側壁に注目）を有し、第２のテーパー部分
４４は、線形のテーパー（開口のまっすぐな側壁に注目）を有する。しかし、所望ならば
、第１のテーパー部分４０が線形のテーパーを有し、第２のテーパー部分４４が湾曲した
テーパーを含んでもよい。かくして、一つの可能な実施形態では、第１と第２のテーパー
部分４０、４４は両方とも線形のテーパーを有する。他の可能な実施形態では、第１と第
２のテーパー部分４０、４４は両方とも湾曲したテーパーを有する。さらに他の実施形態
では、第１のテーパー部分４０は線形のテーパーを有し、第２のテーパー部分４４は湾曲
したテーパーを有してもよい。
【００２３】
　可能な実施形態のいずれにおいても、第１のテーパー部分４０は、第１の直線部分４２
に向かって収束する。同様に、第２のテーパー部分４４は、第２の直線部分４６に向かっ
て収束する。
【００２４】
　さらに、図４に示すように、第１の直線部分４２と第２の直線部分４６は、両方とも対
称的に整列され、開口の中心軸Ａに沿って長手方向に延びる。
【００２５】
　ノズル２４の先端は、典型的には、設置カラー３０から５乃至２０ｍｍの長さだけ外方
に延びる。この距離は、ノズル２４から引抜成形された製品が確実に安定するのを助け、
それによって、製品の亀裂、及び、引抜成形された製品がある所望長さのペレットに切断
される際に、落下する繊維によって形成される毛玉を減らす。
【００２６】
　開口３２の第１のテーパー部分４０は、長さＬ１を有する。開口３２の第１の直線部分
４２は長さＬ２及び直径Ｄ２を有する。開口３２の第２のテーパー部分は長さＬ３を有す
る。開口３２の第２の直線部分は、長さＬ４及び直径Ｄ４を有する。典型的には、第１の
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テーパー部分４０の長さＬ１及び第２のテーパー部分４４の長さＬ３は、夫々０．５乃至
５ｍｍである。加えて、第１の直線部分４２の長さＬ２は、第２の直線部分４６の長さＬ
４よりも長い。第１の直線部分４２の直径Ｄ２は、第２の直線部分３６の直径Ｄ４よりも
大きい。さらに、第１のテーパー部分４０は、第１の上流又は入口端で直径Ｄ１を、第２
の又は下流端で直径Ｄ２を有し、直径Ｄ２＝Ｄ１／２である。さらに、割合Ｌ４／Ｄ４は
、典型的には、１．４乃至３．４である。
【００２７】
　今、ペレット状の長繊維強化熱可塑性樹脂成形材料の製造方法を詳細に説明する。この
方法は、溶融熱可塑性樹脂を供給開口１８からプロセスチャンバー１４に連続的に充填す
るステップを含む。含浸ダイ１０に設けられた各プロセスチャンバー１４のために、少な
くとも一つの供給開口１８が設けられている。ポリオレフィン樹脂、ポリアミド樹脂及び
これらの組み合わせを含むが、それに限られず、長繊維強化熱可塑性樹脂成形材料ペレッ
トの製造に有益であると知られている、いかなる熱可塑性樹脂をも利用することができる
。
【００２８】
　この方法は、また、プロセスチャンバー１４の中に一本の連続繊維ストランド５０を送
ることを含む。より明確には、連続繊維ストランド５０は、供給スプール（図示せず）か
らガイド部材４８を横切り、導入開口２０の中を通って、プロセスチャンバー１４に送り
込まれる。連続繊維ストランド５０は、引抜成形される前にプロセスチャンバー１４内の
溶融熱可塑性樹脂と接触し、引抜成形開口２２及びノズル２４を通ることによって、連続
繊維ストランドに樹脂を含浸させる。連続繊維ストランド５０は、ガラス繊維及び／又は
炭素繊維のような強化用材料を含む適当な材料で作られるのがよい。連続繊維ストランド
５０の個々のフィラメントを広げ、含浸プロセスを補助するため、プロセスチャンバー１
４内には、当該技術で知られたタイプの自由選択のスプレダー５４が間隔を隔てた位置に
設けられている。溶融熱樹脂４１を含浸させた連続繊維ストランド５０により構成される
引抜成形された棒状の製品５６は、ノズル２４を通して押出成形され、次いで、切断装置
５２により所望長さのペレット６０に切断される。
【００２９】
　本発明の方法は、ペレットを式Ａ＝Ｑ・Ｌ・Ｎ／Ｓ2に従って処理することを特徴とす
る。ここで、
　Ａ＝プロセス値≦５．０
　Ｑ＝前記少なくとも一本の連続繊維ストランドに付与され、引抜成形中前記プロセスチ
ャンバーから除去された溶融熱可塑性樹脂の総量（ｍｍ3／秒）
　Ｌ＝前記プロセスチャンバーの前記連続繊維ストランドの送り方向の長さ（ｍｍ）
　Ｎ＝前記含浸ダイから引抜成形された溶融熱可塑性樹脂を含浸させた連続繊維ストラン
ドの全数
　Ｓ＝前記連続繊維ストランドの送り方向に垂直な方向の前記プロセスチャンバーの断面
積（ｍｍ2）
　より好ましくは、プロセス値Ａは、０．５乃至３．５とするとよい。
【００３０】
　図２に図示するような複数のプロセスチャンバー１４を有する含浸ダイ１０では、これ
らの個々のチャンバー１４の各々の中を通る連続ストランド５０から生産されたペレット
は、プロセス値Ａに従って処理される。このような場合、前記式で値Ａを計算する際に、
各チャンバー１４の対応する断面積Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、Ｓ４の合計値は、含浸ダイ１０の
断面積Ｓとして使用される。
【００３１】
　以下の例は、本発明を説明するのを助けるだろう。
　実験１
　ペレット状の長繊維強化熱可塑性樹脂成形材料は、表１に記載された長さＬ及び断面積
Ｓ（各プロセスチャンバーの断面積の合計値）の図２に示す形状の含浸ダイを使用し、含
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浸ダイから引抜成形された棒状製品の総数Ｎを４に設定し、棒状製品の引抜成形速度を、
含浸ダイから除去された溶融熱可塑性樹脂の総量Ｑが図１に記載されるようになるように
設定して、得られた。
【００３２】
　繊維に関しては、直径が１６μｍのガラスフィラメント４０８０本を束ねたガラス繊維
を用いた。ＩＳＯ１１３３に記載された手続によって、１５１メルトフローレート（ＭＦ
Ｒ）と測定されたポリプロピレン樹脂を熱可塑性樹脂として使用した。得られた長繊維強
化熱可塑性樹脂成形材料のガラス繊維の含有率は５０重量％であった。
【００３３】
　例１乃至５及び比較例１乃至３の長繊維強化熱可塑性樹脂成形材料を、以下の方法によ
ってガラス繊維へのポリプロピレン樹脂の含浸レベルについて評価し、その結果を表１に
示す。
【００３４】
　含浸レベルの評価方法
　１０ｇのペレット状の長繊維強化熱可塑性樹脂成形材料を赤い水性インクに１分間浸し
、取り出して、水ですすぎ、流体をふき取った。ポリプロピレン樹脂を含浸していない部
分（すなわち、ペレットの内部の小さな空隙）にインクが染み込むため、より薄い着色の
ペレットは、ガラス繊維へのポリプロピレン樹脂のよりよい含浸レベルを有する。含浸レ
ベルを、着色の深さに基づいて、目視で相対的に評価した。
【００３５】
　表１に示すように、本発明の長繊維強化熱可塑性樹脂成形材料である例１乃至５のペレ
ットは、樹脂の良好な含浸レベルを有する。
【表１】

【００３６】
　実験２
　長繊維強化熱可塑性樹脂成形材料は、図４に示す形状の複数のノズルを取り付けた、図
３に示す含浸ダイ１０を使用して製造した。ノズルの各寸法は、Ｄ１＝１０ｍｍ、Ｄ２＝
５ｍｍ、Ｄ３＝１５ｍｍ、Ｄ４＝２．２ｍｍ、Ｄ５＝１０ｍｍ、Ｒ（第１のテーパー部分
の湾曲したテーパーの曲率半径）＝５ｍｍ、Ｌ１＝２ｍｍ、Ｌ２＝２０ｍｍ、Ｌ３＝２ｍ
ｍ、Ｌ４＝６ｍｍ、Ｌ４／Ｄ４＝２．であり、その材料は真鍮である。繊維に関しては、
直径が１３．５μｍのガラスフィラメント６００本を束ねることによって得られた１７本
のガラス繊維を集めるガラス繊維ストランドを使用した。また、ポリプロピレン樹脂を、
熱可塑性樹脂として使用した。
【００３７】
　棒状製品を引抜く速度は、１５ｍ／分に設定し、他の条件を、Ｎ＝４部材、Ｑ＝１，７
４７ｍｍ3／秒、Ｌ＝１，０００ｍｍ、Ｓ＝２，３６０ｍｍ2、及び、Ａ＝１．３に設定し
た。ガラス繊維の含有率を７０重量％とした長繊維強化熱可塑性樹脂成形材料を製造した
。この製造過程では、ノズルの周囲の引抜成形された棒状製品の切断数を数え、１日（２
４時間）のうちの、ノズル当りの切断回数に変換した。ガラス単繊維により引き起こされ
るガラス繊維の破損は、ガラス繊維が部分的に破損し、毛玉となり、毛玉がノズルに収容
されることにより構成され、棒状製品の切断として数えられる。この発明の切断回数は、
１日あたり、ノズルにつき０．０９９回であった。
【００３８】
　比較のために、上述と同じ条件でおよび同じ方法で、図５（従来技術）に図示した形状
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のノズルを使用して、棒状製品の切断回数をカウントした。ノズル６０は、肩部６８を有
しているが、ノズル６０は、ほとんど円筒形状を有し、孔６５はその断面が円形でノズル
を貫通している。孔６５は、テーパー部分６６及び、平行又は直線部分６７を有する。ノ
ズル６０の各寸法は、Ｄ６＝９ｍｍ、Ｄ７＝２．２ｍｍ、Ｄ８＝１５ｍｍ、Ｄ９＝１０ｍ
ｍ、Ｌ６＝２５ｍｍ、Ｌ７＝５ｍｍである。従来技術の棒状製品の切断回数は、１日あた
りノズルにつき、０．７７回であった。
【００３９】
　上述の通り、本発明の棒状製品の切断回数は、従来技術の切断回数に比べてより小さい
。これゆえに、本発明の長繊維強化熱可塑性樹脂成形材料の生産性は、本発明の含浸ダイ
においてより高くなる。
【００４０】
　本発明の好ましい実施形態の前述の記載は、例示及び説明のために呈示されている。そ
の記載は、網羅的である、又は、本発明を開示された寸分違わない形態に限定するもので
はない。上述の教示に鑑みて、明白な修正や変更が可能である。当該技術分野における通
常の知識を有する者が、発明を様々な実施形態で、予期される特定の使用に適するような
様々な修正を伴って、発明を利用することができるように、発明の原理およびその実際の
適用の最善の例示を提供するために、本実施形態を選択し、かつ、記載した。このような
修正及び変更は、すべて、公平に、合法的に、公正に権利がある幅に従って解釈されると
きに、添付の特許請求の範囲によって決定されるごとき発明の範囲内にある。図面及び好
適な実施形態は、公平な広い解釈での、特許請求の範囲の通常の意味を、いかなる方法で
も限定せず又は限定するものではない。

【図１】 【図２】
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【図５】
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